
市政に対する提言等の報告等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市政の運営に関する提言等を迅速かつ的確に処理するため、その取扱いに

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「提言等」とは、一定の公職にある者（国若しくは地方公共団体の議

会の議員若しくは地方公共団体の首長又は各種団体の役員等をいう。）又はその秘書若しくは代

理人が、豊中市に勤務する職員（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第２項に規

定する一般職の職員をいう。）に対して面談又は電話により、市政の運営に関し行った提言、要

望又は相談等の行為をいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

⑴ 単に事実又は手続の確認であることが明らかなもの 

⑵ 議会又は公聴会等の不特定の者が傍聴できる公開の場におけるもの 

⑶ 法令、条例、規則、要綱等の定めにより、豊中市情報公開条例（平成 13 年豊中市条例第

28号）第２条第２号に規定する行政文書（以下「行政文書」という。）に記録されるもの 

⑷ 市民生活に密着し、かつ、早急な対応を求めるもの 

（事務処理方法） 

第３条 提言等を受けた職員（以下「応対者」という。）は、必要と認める場合には、その場にお

いて報告書（様式１）を作成するものとする。この場合において、応対者は、提言等をした相

手方（以下「相手方」という。）に対し、この報告書及び第４項の回答書が行政文書として取り

扱われ、開示請求の対象となる旨を説明するものとする。 

２ 応対者は、前項の報告書の記載内容について、相手方に対し口頭による確認を求めるものと

する。この場合において、当該記載内容について相手方から訂正を求められ、訂正が必要と認

めたときは、その内容を訂正し、再度口頭による確認を相手方に求めるものとする。 

３ 応対者は、前項の確認が得られたときは、第１項の報告書により順次上司へ報告し、関係部

局の合議を経て、副市長へ報告するものとする。ただし、特に重要と認めるときは、市長まで

報告しなければならない。 

４ 応対者の所属の長（以下「所属長」という。）は、相手方から提言等に対して文書回答を求め

られた場合は、当該提言等に対する回答書（様式２）を作成し、副市長（特に重要と認めると

きは、市長）の決裁を受けた後、当該回答書を相手方に送付するものとする。 

 （対応困難事案の事務処理方法） 

第４条 所属長は、相手方がした提言等に対して口頭又は前条第４項の回答書により回答したに

もかかわらず、当該回答に対し相手方が不承知の場合は、相手方との面談の機会を設定し、市

の考えを説明するものとする。 

２ 所属長は、前項の規定による面談を拒否されたときは、同項の規定にかかわらず、電話、電

子メールその他の方法により、市の考えを説明するものとする。 

３ 所属長は、第１項の規定により面談を行った場合において、特に必要があると認めたときは、

報告書（様式３）を作成し、当該相手方に対し当該報告書の記載内容について署名（署名を拒

否された場合にあっては、口頭）による確認を求めるものとする。この場合において、当該記



載内容について相手方から訂正を求められ、訂正が必要と認めたときは、その内容を訂正し、

再度、署名（署名を拒否された場合にあっては、口頭）による確認を相手方に求めるものとす

る。 

４ 所属長は、前項の確認が得られたときは、同項の報告書により順次上司へ報告し、関係部局

の合議を経て、副市長へ報告するものとする。ただし、特に重要と認めるときは、市長まで報

告しなければならない。 

５ 所属長は、相手方がした提言等に対して、当該所属において対応することが困難であると認

めるときは、その旨を部局の長に報告しなければならない。 

６ 部局の長は、前項の規定による報告を受けたときは、対応策を指示する等必要な措置を講じ

なければならない。この場合において、部局の長は、当該部局において対応することが困難で

あると認めるときは、法務・コンプライアンス課を通じて、次条に規定する提言等取扱い検討

委員会にその詳細を報告するものとする。 

（提言等取扱い検討委員会） 

第５条 公職者等からの提言等に関し、行政組織として適切に対応するため、豊中市提言等取扱

い検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

⑴ 提言等に関する対応方針及び事後措置に関する事項 

⑵ その他提言等の取扱いに関して必要な事項 

３ 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

４ 委員会に委員長を置き、総務部を担当する副市長をもって充てる。 

５ 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。 

６ 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長がその議長となる。 

７ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

８ 委員会の庶務は、法務・コンプライアンス課において処理する。 

９ 前各項に規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

（文書の管理） 

第６条 所属長は、この要綱の規定に基づいて作成する報告書及び回答書を豊中市行政文書管理

規則（平成 13年豊中市規則第 76号）の規定に基づき、適正に管理しなければならない。 

 （委任） 

第７条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成 19年 5月 1日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 23年 4月 1日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25年 4月 1日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年 4月 1日から実施する。 

附 則 



 この要綱は、平成 31年 4月 1日から実施する。 

別表 

総務部を担当する副市長、総務部長、都市経営部長、財務部長及び事案に関係する部局長 

 

 



様式１ 

報 告 書 １ 

日 時 平成  年(    年)  月  日( )  時  分～  時  分 

場 所  

方 法 □面談  □電話 

相手方 

公職名  

氏 名  

住 所  

連絡先(電話番号)  

応対者 

部； 氏 名 

課； 

係； 電話番号(内線) 

部； 氏 名 

課； 

係； 電話番号(内線) 

件 名 
 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答の要・否 □要        □否 

確認欄 注意事項 

・ この報告書は、市役所内の情報の共有化を図り、的確な処

理を進めることを目的として作成するものです。 

・ この報告書は、豊中市情報公開条例(平成 13 年豊中市条例

第 28号)第 2条第 2号の規定により行政文書として処理され

るため、開示請求の対象となります。 



様式２ 

回 答 書 

 

相手方 
住 所  

氏 名  

回答者 

部； 氏名 

課； 

 内線 

件 名 について 

このことにつきまして、市政に対する提言等の報告等に関する要綱第 3 条第 4 項の規定に

より、次のとおり回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

この回答書は、豊中市情報公開条例(平成 13年豊中市条例第 28号)

第 2条第 2号の規定により行政文書として処理されるため、開示請

求の対象となります。 



様式３ 

報 告 書 ２ 

 

日 時 平成  年(    年)  月  日( )  時  分～  時  分 

場 所  

方 法 □面談   

相手方 

公職名  

氏 名  

住 所  

連絡先(電話番号)  

応対者 

部； 氏 名 

課； 

係； 電話番号(内線) 

部； 氏 名 

課； 

係； 電話番号(内線) 

件 名 
 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答の要・否 □要        □否 

確認欄 

相手方の署名 

 

注意事項 

・ この報告書は、市役所内の情報の共有化を図り、的確な処

理を進めることを目的として作成するものです。 

・ この報告書は、豊中市情報公開条例(平成 13 年豊中市条例

第 28号)第 2条第 2号の規定により行政文書として処理され

るため、開示請求の対象となります。 


